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１．計画策定の趣旨 

  本市は、九州の西、長崎県の北西端に位置し、平戸島、生月島、大島、度島、

高島の有人島及び九州北西部の沿岸部に位置する田平と周辺の多数の島々で構

成されています。平坦地が少なく、起伏の多い地形で海岸線は各所に岬が突出し、

断崖などの自然景観が美しく、本市の 20％が西海国立公園に指定されています。 

  平成 17 年 10 月１日に平戸市、生月町、田平町、大島村の合併により、新しい

「平戸市」が誕生しました。大島、度島、高島は離島振興対策実施地域の指定を

受けています。 

  本市の人口は、31,920 人（平成 27 年国勢調査）で、平成 22 年と比較すると

2,985 人（8.6％）減少し、50 年前の昭和 40 年とは、29,740 人（48.2％）の減少

と慢性的な人口の減少が続いています。この人口流出現象は、全国的な潮流とし

て都市一極集中型の定住形態を形成させ、地方の経済規模の縮小や産業の担い手

不足などが懸念されます。本市においても、自然減に加え、特に若年層の人口流

出が人口減少に一層の拍車をかけており、生産年齢人口は 51.0％と全国平均

60.7％を大きく下回っており、今後、産業活動を支える就業人口がさらに減少す

ることが課題となっています。 

  そうした状況の中、地域資源を活かしながら、にぎわいのある魅力的な産業の

振興を目指していくため、本市総合計画において、「しごとをひろげるプロジェ

クト ～地域の特色を活かした産業振興による経済の活性化」を基本プロジェク

トに掲げています。 

  今後一層、農林水産業の活性化に向けた取り組みや地域の特性等を活かした新

たな産業の創出、また、新商品の開発や平戸産品のブランド化への確立を図り、

全国市場に応える「平戸ならでは」の地場産業の振興により、市民の生活の安定

や若者の定住化を目指していきます。 



２．計画の対象とする地区 

  離島振興対策実施地域・・・大島・度島・高島地域 

 

３．計画期間 

  本計画の計画期間は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までとしま

す。 

 

４．対象地区の産業の振興の基本的方針 

（１）平戸市の産業の現状 

  本市の就業人口の推移をみると、平成 27 年における 15 歳以上の人口 28,190

人のうち就業者数は 15,212 人で、その就業者比率は 54.0％です。平成 17 年の状

況と比べてみると、15 歳以上の人口は 32,679 人で、うち就業者数は 17,721 人、

就業者比率は 54.2％と、人口の減少に伴い、就業者人口においても減少傾向が進

んでいます。 

  また、就業者の産業３部門別割合をみると、平成 27 年における第１次産業は

20.0％、第２次産業は 18.3％、第３次産業は 61.7％で、全国平均（4.0％、25.0％、

71.0%）、長崎県平均（7.7％、20.1％、72.2％）と比べ第 1 次産業の割合が非常

に高く、第２次産業、第３次産業の割合が低いが、割合の推移をみてみると、第

１次、第２次産業が減少し、第３次産業へと移行しています。 

  農林業の主要農産物は、肉用牛、水稲、いちご、アスパラガス、ばれいしょ、

葉たばこ、たまねぎ、菌床しいたけなどです。農業形態は、兼業農家が大部分を

占め、経営耕作地面積は１ha 未満の小規模農家が 62％を占めています。高齢化

や農産物価格の低迷による後継者不足と耕作放棄による遊休農地の増加などの

問題が生じています。肉用牛は地域農業の基幹作目として重要な役割を果たして

いますが、飼養戸数は年々減少傾向にあります。 

  林業については、森林のうち 33％が人工林であり、その多くは間伐を必要とす

る林齢であるため、適正な森林の施業が急務となっていますが、木材価格の低迷

や生産コストの増大、外材の輸入増加など林業を取り巻く環境は非常に厳しい状

況にあります。 

  水産業は、対馬暖流の影響を強く受け、島嶼と複雑な海岸地形や潮流の影響に

より、九州でも屈指の好漁場が形成され、アジ・サバ･ブリ・イカ類の回遊がみ

られるほか、マダイ・イサキ・ヒラメや磯根資源のアワビ・ウニなど数多くの魚

介類に恵まれています。しかしながら、漁場環境の変化に伴う水揚げの減少や経

済のデフレ傾向に伴う長期の魚価の低迷、高齢化の進行と後継者不足など厳しい

状況が続いています。 

  製造業については、製造品出荷額の平成 20 年から 26 年までを見ると、期間中

の増減はあるものの減少傾向にあり、従業者数も平成 20 年以降年々減少してい

ます。また、企業立地の受け皿となる工業団地を有していないことから、地域経

済活性化及び雇用の場を確保する上で、平成 31 年３月の分譲開始を目指した工

業団地の整備を進めています。 



  観光については、豊かな自然景観や数多く有する歴史文化遺産により、観光客

も多く、平成 28 年には約 170 万人の観光客が訪れています。 

  商業については、年間商品販売額が減少しており、従業者数も減少傾向にあり

ます。市内には大型店舗が少なく個人営業が 62％を占めており、日用品や食料品

などは大半が市内で消費するものの、衣料や耐久消費材などは通信販売や市外で

購入している割合が多く、購買力の流出が課題となっています。 

  ブロードバンド環境については、光ファイバーを用いた超高速ブロードバンド

のサービスが市内全域で提供されている状況です。ＡＩ、ＩｏＴ分野を包括する

Society5.0 の実現に向けた改革が進む中、ＩＴ関連企業のサテライトオフィス等

の誘致が期待されます。 

 

（２）平戸市の産業振興を図る上での課題 

  農林水産業については、農林水産物の価格低迷や高齢化の進行と後継者不足な

ど、経営を取り巻く環境は厳しい状況にあることから、経営の合理化・多角化に

よる収益性の高い生産構造へとシフトさせることが重要です。 

農業においては、意欲ある新規就農者や認定農業者の確保・育成を図るととも

に、農地の流動化や集落営農の推進、生産基盤の整備や近代化施設整備など、生

産性や収益性の高い農業を進める必要があります。肉用牛は、経営規模拡大や低

コスト生産等による経営の効率化、安定化や品質向上等の取り組みが必要です。 

 林業においては、適正な森林施業を進めるとともに、間伐材など森林資源を有

効活用する取り組みへの支援が必要です。 

 水産業においては、低下した主要な資源水準を回復させるため、藻場、干潟な

ど漁場環境の維持・保全・増殖場の整備など生産基盤の整備、広域的な栽培漁業

の推進並びに資源管理への取り組みが必要です。 

また、農林水産業や加工業、商業、観光産業の連携のもと、地場産品の高付加

価値化を図り、平戸産品のブランド化を確立することが求められており、特産品

の販路・取引拡大のため、既存取引施設における販売力の強化や首都圏を中心と

する全国に向けたプロモーション活動の展開を図る必要があります。 

製造業においては、地域の特性、技術と産業資源を活用した商品開発等による

中小企業の活性化を図るとともに、創造的中小企業を育成するための効果的な支

援が必要です。また、企業立地による雇用の創出は、若年層の流出防止を図り、

人口減少という地域の課題を解決する有効な取り組みであるため、今後も積極的

に推進していく必要があります。 

観光においては、観光地平戸の魅力を国内外に情報発信するとともに、受け入

れ体制の整備による交流人口の拡大を図り、旅館業や飲食サービス業、小売業な

どの観光関連産業における経済波及効果を高めていくことが重要です。 

  交通・通信体系の整備については、半島・離島地域という地理的制約を克服す

る上で極めて有効であり、特に情報インフラ整備は、情報サービス業をはじめと

する産業全般の振興においても必要不可欠なものです。 



５．産業振興の対象とする事業が属する業種 

  本計画における産業振興の対象となる業種は以下のとおりです。 

 

 ①農林業 

 ②水産業 

 ③製造業 

 ④旅館業 

 ⑤農林水産物等販売業 

 ⑥情報サービス業等 

 

６．事業の振興のために推進しようとする取組・関係団体等との役割分担 

  平戸市の産業の振興を図るため、各主体が連携を図りながら以下の取り組みを 

進めます。 

  本市は、上記業種における産業振興に取り組むため、事業者の設備投資に係る

国税の租税特別措置の活用促進を働きかけ、また、離島振興対策実施地域の地方

税課税免除を実施し、事業者の経済的負担の軽減に努めます。 

  農業においては、いちごやアスパラガス等の施設園芸や、ばれいしょ、たまね

ぎ等の露地野菜の主要品目を中心に、規模拡大や新たに取り組む生産者が行う施

設整備等に対する支援により、産地の規模拡大と経営基盤の強化を図ります。ま

た、農産物を活用した新商品の開発を行うため、農業者、農業者団体、直売所等

を対象に、加工に対する技術の習得を図り、加工品の開発・製造につなげていく

とともに、地元直売所との連携による流通体制の確立により販売力を強化します。

肉用牛は、牛舎等の整備、優良雌牛導入に対する支援、キャトルセンター利用促

進による増頭対策など、農業協同組合や生産者と一体となった市場性の高い子牛

づくりを推進します。 

  林業においては、生産活動の担い手である森林組合との連携を図りながら、森

林整備を推進するとともに、特用林産物である菌床しいたけの生産・流通体制の

確立への支援を行います。 

  水産業においては、水産資源の維持安定を図るため、各漁業協同組合や漁業者

と連携し、藻場を回復させるための磯焼け対策や種苗放流を中心とする栽培漁業

及び資源管理型漁業を積極的に推進します。また、増殖場の整備や漁業協同組合

における生産・流通体制の整備、老朽化漁港施設の機能保全など、国・県の支援

制度を活用しながら水産基盤の整備に取り組みます。さらに、水産物の付加価値

向上を図るため、加工品開発への支援を行うとともに、地元直売施設との連携に

よる流通体制の確立により販売力を強化します。 

  製造業においては、長崎県の取り組みとして長崎県誘致企業工場等設置特別奨

励措置を行い、企業誘致を推進しているところであり、設備投資等に関して租税

特別措置の活用についても周知しています。本市としても、企業立地の受け皿と

なる工業団地の整備に着手しており、平成 31 年３月の分譲開始を予定していま

す。今後も県外企業誘致を積極的に行うため、公益財団法人長崎県産業振興財団



と連携した企業訪問による情報提供及び各種支援制度の周知を行います。また、

平戸市企業立地奨励条例による立地企業の支援を行います。 

地域振興に資する民間事業者の支援を目的とした地域総合整備資金貸付制度

や市内中小企業の振興を図るため平戸市中小企業振興資金融資制度の活用によ

り、設備投資等における資金面での支援を行います｡ 

  観光においては、本市を一つのテーマパークとして捉え、1 年間を通じた季節

毎の特色を活かしたイベントの展開やマスメディアを活用した効果的な情報発

信、東アジアなどからの外国人観光客の誘致に向けた取り組みとともに、観光産

業はもとより、市民と行政が一体となった受け入れ体制の整備により、さらなる

交流人口の拡大に繋げ、観光関連産業の振興を図ります。 

本市では、市内の生産者および加工業者、基幹産業である農林水産業の生産を

担う農協・漁協・森林組合といった生産団体、観光誘客に取り組む観光協会や中

小企業の育成支援を行う商工会議所・商工会などの経済団体などと一体となった

平戸市地域資源ブランド化推進協議会を組織し、食を題材にした地域資源のブラ

ンド化に取り組んでおり、今後も本市の特性を活かした地場産品の付加価値を高

めながら、都市圏における物産展の開催など、戦略的なプロモーション活動を展

開し、さらなる平戸ブランドの確立と販路拡大に取り組みます。 

  交通・通信体系の整備については、地場産業における市場開拓や交流人口の増

加に繋がる西九州自動車道の整備促進を図ります。また、市内全域で超高速通信

網（光ファイバー）の整備が完了したことから、情報サービス業等の誘致や市内

企業の情報発信力強化につなげていきます。 



７．計画の目標 

  本計画に係る計画期間中の計画目標は次のとおりです。 

（離島振興対策実施地域） 

業  種 指  標 内  容 目 標 件 数 

農林業 設備投資件数 既存事業所の取得件数 １件 

水産業 設備投資件数 既存事業所の取得件数 １件 

製造業 

設備投資件数 

企業進出・規模拡張に伴

う新増設、既存事業者の

取得件数 

１件 

新規雇用者数 
企業進出・規模拡張に伴

う新規雇用者数 
３人 

旅館業 

設備投資件数 

企業進出・規模拡張に伴

う新増設、既存事業者の

取得件数 

１件 

新規雇用者数 
企業進出・規模拡張に伴

う新規雇用者数 
２人 

農林水産物等販売業 設備投資件数 既存事業所の取得件数 １件 

情報サービス業等 設備投資件数 
企業進出・規模拡張に伴

う新増設件数 
１件 

 


